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11
月
12
日
～
25
日
は

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

　

暴
力
は
、対
象
の
性
別
や
、

加
害
者
と
被
害
者
の
間
柄
を

問
わ
ず
、
決
し
て
許
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
、
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
、
性
犯
罪
、
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
、
売
買
春
、

人
身
取
引
、セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
、
女
性

に
対
す
る
暴
力
は
、
女
性
の

人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
も

の
で
あ
り
、
男
女
平
等
参
画

社
会
を
形
成
し
て
い
く
う
え

で
克
服
す
べ
き
重
要
な
課
題

で
す
。

　

毎
年
11
月
12
日
か
ら
「
女

性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際

日
」
に
あ
た
る
25
日
ま
で
、

国
、
地
方
公
共
団
体
、
そ
の

他
関
係
団
体
が
協
力
し
て

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な

く
す
運
動
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

配

偶

者

暴

力
（

Ｄ

Ｖ

）

　

配
偶
者
に
よ
る
暴
力
の
被

害
者
は
、
多
く
の
場
合
、
女

性
で
す
。「
暴
力
」は
、殴
る
、

蹴
る
な
ど
の
身
体
的
暴
力
だ

け
で
な
く
、
脅
す
、
怒
鳴
る
、

実
家
や
友
人
と
の
交
際
を
制

限
し
て
孤
立
さ
せ
る
な
ど
の

精
神
的
暴
力
や
、
性
的
暴
力

も
含
ま
れ
ま
す
。

デ

ー

ト

Ｄ

Ｖ

　

男
女
間
に
お
け
る
暴
力

は
、
夫
婦
間
だ
け
で
起
こ
る

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

婚
姻
関
係
に
な
い
大
学
生

や
中
高
生
な
ど
、
若
い
世
代

の
恋
人
同
士
の
間
で
も
、
女

性
に
対
す
る
暴
力
が
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
お
互
い
を

尊
重
し
な
が
ら
、
対
等
で
よ

い
関
係
を
築
く
た
め
に
、
二

人
の
関
係
を
見
直
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

一
人
で

悩
ま
ず
相
談
を

　

配
偶
者
な
ど
に
よ
る
暴
力

で
困
っ
た
と
き
は
、
一
人
で

悩
ま
ず
相
談
窓
口
に
電
話
を

し
て
く
だ
さ
い
。
秘
密
は
守

ら
れ
ま
す
。

Ｄ

Ｖ

相

談

窓

口

▽
市
役
所
☎
22
・
１
１
１
１

（
月
～
金
曜
日
・
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
）

▽
東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ

☎
03
・
５
４
６
７
・
２
４ 

５
５
（
毎
日
・
午
前
９
時

～
午
後
９
時
）

▽
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン

タ
ー
☎
03
・
５
２
６
１
・ 

３
１
１
０
（
月
～
金
曜

日
・
午
前
９
時
～
午
後
８

時
）

▽
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン

タ
ー
多
摩
支
所
☎
042
・

522
・
４
２
３
２
（
月
～
金

曜
日
・
午
前
９
時
～
午
後

４
時
）

※
祝
日
（
東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ

プ
ラ
ザ
を
除
く
）、
12
月

29
日
～
１
月
３
日
は
利

用
不
可

※
夜
間
、
緊
急
時
は
110
番
へ

法
律
は
あ
な
た
の
味
方
で
す

　

「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の

防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等

に
関
す
る
法
律
」（
配
偶
者

暴
力
防
止
法
）
は
、
暴
力
に

か
か
る
通
報
、
相
談
、
保
護
、

自
立
支
援
等
の
体
制
を
整
備

し
、
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力

の
防
止
と
被
害
者
の
保
護
を

図
る
た
め
の
法
律
で
す
。

　

内
閣
府
で
は
、
配
偶
者

か
ら
の
暴
力
被
害
者
支
援
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を

開
設
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
民
活
動
推

進
課
市
民
活
動
推
進
係

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の

暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な

ど
、
女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
人
権
問
題
の
解
決
を
図
る
た

め
、
東
京
法
務
局
で
は
、「
女

性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
☎

０
５
７
０
・
070
・
810
を
開
設
し
、

人
権
擁
護
委
員
や
法
務
局
職
員

が
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

11
月
12
日（
木
）～
18
日（
水
）

は
、
時
間
を
延
長
し
て
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

11
月
12
日
～
18
日
は
全
国
一
斉

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

▽
月
～
金
曜
日　

午
前
８
時
30

分
～
午
後
７
時

▽
土
・
日
曜
日　

午
前
10
時
～

午
後
５
時

問
い
合
わ
せ　

東
京
法
務
局

人
権
擁
護
部
第
二
課
☎

０
５
７
０
・
011
・
000
、
市
市

民
安
全
課
市
民
相
談
係

日程（１１月） 会場 時間

２５日（水）
沢井市民センター 午前１０時～１０時４０分

成木市民センター 午前１１時２０分～正午

２６日（木）
長淵市民センター 午前１０時～１１時

わかぐさ公園東側駐車場 午前１１時３０分～午後零時３０分

２７日（金）
大門市民センター 午前１０時～１０時５０分

健康センター 午前１１時２０分～正午

　

市
と
獣
医
師
会
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
延
期
し
て
い
た
令
和

２
年
度
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

を
実
施
し
ま
す
。

　

狂
犬
病
予
防
の
た
め
、
犬
の

飼
い
主
は
、
飼
い
犬
の
生
涯
１

回
の
登
録
と
、
毎
年
１
回
４
～

６
月
に
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受

け
さ
せ
、
市
町
村
か
ら
済
票
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
法
律
で

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
特
例
と
し
て
期

間
を
延
長
し
て
い
ま
す
の
で
、

12
月
31
日
ま
で
に
注
射
等
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

日
程
等　

下
表
参
照

※
雨
天
時
も
実
施

※
飼
い
主
は
マ
ス
ク
着
用
、
体

調
不
良
の
場
合
は
来
場
不

可
対
象　

市
内
で
飼
わ
れ
て
い
る

生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬

接
種
方
法
・
費
用

▽
登
録
済
み
で
、
今
年
度
の
狂

犬
病
予
防
注
射
が
未
接
種

の
犬
の
飼
い
主
…
11
月
上

旬
に
送
付
す
る
白
色
の
ハ

ガ
キ
を
お
持
ち
の
う
え
、
会

場
へ
・
１
頭
３
千
750
円

▽
未
登
録
で
、
今
年
度
の
狂
犬

病
予
防
注
射
が
未
接
種
の

犬
の
飼
い
主
…
直
接
会
場

へ
・
１
頭
６
千
750
円

※
い
ず
れ
も
、
つ
り
銭
が
出
な

い
よ
う
に
用
意
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
日
程
等
の
都
合
に
よ
り
来
場

で
き
な
い
場
合
は
、
動
物
病

院
で
注
射
を
済
ま
せ
、
注
射

済
証
、
ハ
ガ
キ
、
交
付
手
数

料
550
円
を
環
境
政
策
課
（
市

役
所
５
階
）
へ
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

令
和
２
年
度
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所

得
税
・
住
民
税
の
申
告
の
際
、

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
家
族
の

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
も
、
納
付
し
た
方
が

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

確
定
申
告
や
年
末
調
整
等

で
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
納
付
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付

が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ
）

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年

末
調
整
や
確
定
申
告
に
お
使

い
く
だ
さ
い
。

証

明

書

の

送

付

時

期

▼
令
和
２
年
１
月
１
日
～
９

月
30
日
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
方
…

11
月
上
旬

※
申
告
の
際
は
、
10
月
以
降

に
納
付
し
た
領
収
証
書

も
必
要

▼
10
月
１
日
～
12
月
31
日
に

今
年
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
方

…
令
和
３
年
２
月
上
旬

２
年
分
を
前
納
し
た
場
合

　

令
和
２
年
４
月
に
「
２
年

前
納
」
に
よ
り
納
め
た
国
民

年
金
保
険
料
を
所
得
か
ら
控

除
す
る
場
合
は
、
全
額
を
納

め
た
年
に
控
除
す
る
か
、
各

年
に
相
当
す
る
額
を
各
年
に

控
除
す
る
か
、
い
ず
れ
か
を

選
択
し
ま
す
。

▼
全
額
を
納
め
た
年
に
控
除

す
る
場
合(

２
年
前
納

分
を
ま
と
め
て
申
告
）
…

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
下
部
の
３
年
分
（
３

枚
）
の
証
明
書
は
切
り
離

さ
ず
、
３
枚
と
も
申
告
に

お
使
い
く
だ
さ
い
。

▼
各
年
に
相
当
す
る
額
を
各

年
に
控
除
す
る
場
合
（
３

年
分
を
分
け
て
申
告
）
…

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
下
部
の
３
年
分
（
３

枚
）
の
証
明
書
の
う
ち
、

令
和
２
年
分
の
１
枚
を

切
り
離
し
て
申
告
に
お

使
い
く
だ
さ
い
。

※
残
り
の
２
枚
（
３
年
、
４

年
の
各
年
に
申
告
）
は
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▽
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ

イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・

003
・
004
（
050
か
ら
始
ま

る
電
話
か
ら
は
☎
03
・

６
６
３
０
・
２
５
２
５
）

※
令
和
３
年
３
月
15
日
ま

で
・
月
～
金
曜
日　

午
前

８
時
30
分
～
午
後
７
時
、

第
２
土
曜
日　

午
前
９

時
30
分
～
午
後
４
時

※
祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除

く
）、
12
月
29
日
～
１
月

３
日
を
除
く

▽
青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０

令
和
２
年
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
方
へ

「
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
」
を
送
付
し
ま
す

家
屋
を
新
築
・
増
築
し
た
ら

　

市
で
は
、
新
築
ま
た
は
増
築

さ
れ
た
家
屋
（
住
宅
、
店
舗
、

工
場
、車
庫
等
）の
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
令
和
３
年
度

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

税
額
を
算
定
す
る
た
め
の
調
査

で
、
２
年
中
に
新
築
・
増
築
さ

れ
た
、
す
べ
て
の
家
屋
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

建
築
確
認
を
申
請
し
て
い
な

い
小
規
模
な
増
築
、
物
置
や
サ

ン
ル
ー
ム
の
設
置
な
ど
も
、
課

税
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

建
築
確
認
を
申
請
し
て
い
る

場
合
は
、
後
日
、
市
か
ら
調
査

を
お
願
い
し
ま
す
の
で
、
連
絡

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

新
築
・
増
築
の
調
査
に
伺
い
ま
す

家

屋

を

取

り

壊

し

た

ら

　

家
屋
（
住
宅
、
店
舗
、
工
場
、

車
庫
、
物
置
等
）
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
取
り
壊
し
た
方
は
、

所
有
者
の
住
所
・
氏
名
・
家
屋

調
査
済
証
に
記
載
さ
れ
た
番
号

（
不
明
な
場
合
は
、
所
在
地
番
、

種
類
、
構
造
、
床
面
積
等
）
を

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課
家
屋

係

土

地

の

現

況

調

査

に

ご

協

力

を

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１

月
１
日
（
賦
課
期
日
）
の
土

地
利
用
状
況
に
よ
り
決
定
さ

れ
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
の
固
定
資
産

税
課
税
評
価
の
た
め
、
土
地

の
現
況
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
評
価
補
助
員
証

等
を
携
帯
し
た
職
員
が
私
有

地
に
立
ち
入
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

資
産
税
課
土

地
係

　今年度の注射済票（写真参照）

をお持ちの方は、集合注射等の

必要はありません。

　注射済票の交付を受けてい

ない場合は、注射済証、ハガキ、交付手数料

５５０円を環境政策課へお持ちください。

注
意
事
項

▽
獣
医
師
の
問
診
結
果
に
よ
っ

て
は
、
接
種
を
控
え
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▽
犬
は
、
確
実
に
扱
え
る
方
が

連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

▽
犬
の
突
発
的
な
行
動
に
対
応

で
き
る
よ
う
、
リ
ー
ド
は
短

め
に
つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
鑑
札
と
注
射
済
票
は
、
必
ず

犬
の
首
輪
に
つ
け
て
く
だ

さ
い
。

▽
犬
の
ふ
ん
や
尿
は
、
飼
い
主

が
責
任
を
持
っ
て
始
末
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▽
飼
い
犬
の
登
録
、
狂
犬
病
予

防
注
射
…
環
境
政
策
課

▽
犬
の
し
つ
け
等
…
都
動
物
愛

護
相
談
セ
ン
タ
ー
多
摩
支

所
☎
042
・
581
・
７
４
３
５


